
●税のお知らせ ■ Tax　Information

相談 平成27年分所得税確定申告
　　　　　　　　　税理士による無料税務相談をご利用ください

　下記のとおり、各税理士事務所において申告相談及び申告書の作成を無料で行います。希望する人は、事
前に各税理士事務所に電話連絡のうえご利用ください。
※事前連絡の際に相談日時、必要書類等を確認してください
対象　年収600万円以下の給与所得者で医療費控除や住宅借入金等特別控除などの申告をする人、及び年金
　　　受給者で確定申告が必要な人
●無料税務相談の日程表（相談時間：午前９時30分～午後４時）
日程 税理士名 電話 事務所所在地 日程 税理士名 電話 事務所所在地

２月１日㈪
青木　貴子 �３４９１ 南

２月８日㈪
木村　睦子 �１１２０ けや木

根岸　孝明 �９２６９ 栗崎 黒田　浩次 �６７４５ 見福
真々田　豊 �４５２９ 東台 須永　秀和 �４８６７ 前原

２月２日㈫
石田九洲男 �６８５７ 本庄

２月９日㈫
塚本　雅俊 �４９１０ 上里町七本木

柴﨑　　厚 �０６０６ 栄 三沢　俊之 �２８００ 朝日町
山田　米雄 �６３６１ 上里町七本木 目時　　悟 �８８５９ 上里町金久保

２月３日㈬
浅見　秀子 �０６７９ 西富田

２月10日㈬
田中　圭二 �３７３３ 栗崎

塚本　富雄 �０６８４ 美里町下児玉 田村加代子 �８８５９ 上里町金久保
野沢　一雄 �２６９６ 上里町神保原町 松本　　健 �５６１４ 本庄

２月４日㈭
池田　敦司 �７９０１ 西富田

２月12日㈮
田村　幸一 �７８０８ 下野堂

黒澤　祥一 �１４１４ 上里町七本木 宮田　昌代 �２７６４ 上里町七本木
山下　政信 �１３１７ 児玉町吉田林 吉澤　政志 �９９４５ 上里町勅使河原

２月５日㈮
小暮眞一郎 �２１４１ 上里町勅使河原

２月13日㈯
小川　　輝 �０８８８ 牧西

多賀谷　実 �７８７１ 見福 藤井　桂一 �３６２５ 見福
松本　悦子 �１９６５ 若泉 松本　純一 �０３１５ 上里町三町

２月６日㈯

岩堀　　薫 �１６７８ 朝日町
２月15日㈪

坂本未知夫 �３１７９ けや木
根岸　精一 �２２３５ 五十子 角谷　高之 �５３７０ 駅南
松本　和弘 �０３１５ 上里町三町 高橋　幸一 �１９８０ 児玉町児玉
三澤　力男 �７９８８ 朝日町

☆お問い合せ先：関東信越・税理士会　本庄支部　☎�７０９１
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◆
よ
く
あ
る
問
い
合
わ
せ

　
　
収
入
や
所
得
が
な
く
て
も
申

告
は
必
要
で
す
か
？

　　
収
入
や
所
得
が
な
く
て
も
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
、

市
民
税
・
県
民
税
申
告
を
お
願
い

し
ま
す
。

・
16
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
加

　
入
者
と
そ
の
世
帯
主

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
被
保
険

　
者
と
そ
の
世
帯
主

・
介
護
保
険
被
保
険
者
と
そ
の
世

　
帯
主
及
び
世
帯
員

・
15
歳
以
上
の
市
営
住
宅
及
び
県

　
営
住
宅
入
居
者

・
所
得
・
課
税
証
明
書
が
必
要
な

　
人

　
　
申
告
に
必
要
な
も
の
は
何
で

す
か
？

　
　
次
の
書
類
な
ど
を
用
意
し
て

く
だ
さ
い
。

①
印
鑑

②
所
得
が
わ
か
る
も
の

・
給
与
所
得
、
年
金
所
得
：
源
泉

　
徴
収
票

・
事
業
所
得
（
営
業
、
農
業
）
、

　
不
動
産
所
得
：
収
支
内
訳
書

※
事
前
に
収
支
計
算
を
済
ま
せ
て

く
だ
さ
い
。

・
配
当
所
得
、
一
時
所
得
、
雑
所

　
得
：
支
払
調
書

③
各
種
控
除
を
証
明
で
き
る
も
の

・
社
会
保
険
料
控
除
：
社
会
保
険

　
料
等
の
領
収
書
又
は
証
明
書

・
生
命
保
険
料
控
除
及
び
地
震
保

　
険
料
控
除
：
控
除
証
明
書

・
寄
附
金
控
除
：
領
収
書
又
は
支

　
払
証
明
書

・
医
療
費
控
除
：
医
療
費
の
明
細

　
書
及
び
医
療
機
関
の
領
収
書

※
保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た

金
額
が
あ
る
人
は
そ
の
金
額
が
わ

か
る
書
類

・
障
害
者
控
除
：
身
体
障
害
者
手

　
帳
、
療
育
手
帳
、
障
害
者
控
除

　
認
定
書

④
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
人
は
、

申
告
者
本
人
名
義
の
口
座
が
確
認

で
き
る
預
金
通
帳
な
ど

　
２
月
15
日
㈪
～
３
月
15
日
㈫
の
間
、
「
平
成
28
年
度
市
民
税
・
県
民
税

申
告
」
と
「
平
成
27
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
」
（
還
付
申
告
な
ど
の
簡

易
な
申
告
の
み
）
の
申
告
相
談
を
行
い
ま
す
。

　
　
医
療
費
控
除
を
受
け
た
い
が

必
要
な
書
類
は
何
で
す
か
？
市
で

作
成
し
て
も
ら
え
ま
す
か
？

　
　
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書

と
「
医
療
費
の
明
細
書
」
が
必
要

で
す
。
事
前
に
診
療
を
受
け
た
人

ご
と
、
医
療
機
関
ご
と
の
明
細
書

を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。
市
で
は

書
類
の
作
成
は
行
い
ま
せ
ん
。
な

お
、
健
康
保
険
や
生
命
保
険
の
制

度
等
か
ら
の
補
て
ん
金
分
は
、
医

療
費
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

※
「
医
療
費
の
明
細
書
」
は
、
税

務
署
、
課
税
課
（
市
役
所
１
階
）
、

市
民
福
祉
課
（
ア
ス
ピ
ア
こ
だ
ま

内
）
の
窓
口
で
配
布
又
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

　
　
収
入
が
公
的
年
金
の
み
で
す

が
、
申
告
は
必
要
で
す
か
？

　
　
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
場

合
は
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。
ま

た
公
的
年
金
等
の
収
入
が
４
０
０

万
円
以
下
で
そ
の
他
の
所
得
が

20
万
円
以
下
の
場
合
は
、
確
定
申

告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、

源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る

控
除
以
外
に
各
種
控
除
を
追
加
す

る
人
は
市
民
税
・
県
民
税
申
告
が

必
要
で
す
。

　
　
住
ん
で
い
る
地
区
の
指
定
日

に
行
け
な
い
場
合
は
ど
う
し
た
ら

良
い
で
す
か
？

　
　
都
合
が
つ
か
な
い
場
合
は
、

指
定
日
以
外
で
も
相
談
を
お
受
け

し
ま
す
。

◆
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

　
平
成
27
年
中
に
給
与
を
支
払
っ

た
場
合
、
年
末
調
整
を
し
て
い
る

か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の

受
給
者
に
つ
い
て
、
平
成
28
年
１

月
１
日
現
在
（
退
職
者
は
退
職
日

現
在
）
の
住
所
地
の
市
町
村
に
平

成
28
年
２
月
１
日
㈪
ま
で
に
給
与

支
払
報
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
退
職
者
や
短

期
雇
用
者
等
に
つ
い
て
も
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

◆
特
別
徴
収
税
額
の

納
期
の
特
例
制
度

　
納
期
の
特
例
と
は
、
給
与
の
支

払
を
受
け
る
人
が
常
時
10
人
未
満

で
あ
る
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
毎

月
の
給
与
の
支
払
い
の
際
に
徴
収

し
た
市
民
税
・
県
民
税
の
特
別
徴

収
税
額
を
年
２
回
に
分
け
て
納
め

る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。
納

期
の
特
例
を
受
け
る
た
め
に
は
、

事
前
に
納
期
の
特
例
に
関
す
る
承

認
申
請
書
を
提
出
し
、
承
認
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

本庄税務署からお知らせ

確定申告書は自宅で作成できます！
　還付申告は、確定申告期間（２/16～３/15）の
前から行えます（土・日・休日を除く）。
　確定申告書の作成は国税庁ホームページ
(www.nta.go.jp）「確定申告書等作成コーナー」
で簡単に作成できます。
　作成した申告書を自宅のプリンタで印刷し郵送
等で提出できますのでご利用ください。また、作
成したデータは「e-Tax(電子申告)」を利用して提
出することもできます。詳しくは、国税庁ホーム
ページ又は税務署にお問い合わせください。

確定申告をすれば税金が戻る人
　給与所得者で確定申告の必要がない人でも、次
のような場合、源泉徴収された税金が納め過ぎに
なっている場合、還付を受けるための申告（還付
申告）により税金が還付されます。
①災害・盗難・横領により住宅や家財などの資産
　に受けた損害等について雑損控除を受ける場合
②病気やけが等で支払った多額の医療費について
　医療費控除を受ける場合
③家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等を
　して（特定増改築等）、住宅借入金等特別控除
　を受ける場合など

★本庄税務署☎�２１１１（自動音声案内）

●申告日程表（受付時間：午前 9 時～正午、午後 1 時～ 4 時）
日程 地　　区 会場

２
月

15㈪ 長浜町、鍛治町、上町、下町
ア
ス
ピ
ア
こ
だ
ま

16㈫ 仲町、新町、連雀町、本町、本泉全域
17㈬ 第一金屋、第二金屋、第三金屋
18㈭ 長沖、高柳、飯倉、宮内、塩谷、保木野、田端
19㈮ 児玉南、秋山、風洞、東小平、西小平
22㈪ 中央、本庄

市
役
所
６
階
大
会
議
室

23㈫ 南、前原、緑

24㈬ 東台、住居表示外(照若町・本町・台町・諏訪
町)

25㈭ 日の出
26㈮ 朝日町、五十子、早稲田の杜、東富田、今井
29㈪ 四季の里、北堀、西五十子、東五十子、四方田

３
月

１㈫ 銀座、寿、けや木、栗崎
２㈬ 鵜森、傍示堂、小和瀬、宮戸、堀田、滝瀬
３㈭ 牧西、仁手、下仁手、久々宇、田中、上仁手
４㈮ 都島、山王堂、沼和田、万年寺、杉山、新井、三友
６㈰ 市内全域（市民税・県民税申告優先）
７㈪ 千代田、見福
８㈫ 小島南、下野堂
９㈬ 駅南、共栄全域、下真下、上真下、吉田林、高関
10㈭ 柏、栄
11㈮ 若泉、小島
14㈪ 西富田、蛭川、入浅見、下浅見
15㈫ 市内全域（市民税・県民税申告優先）

申告

日
程
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

市
民
税
・
県
民
税
申
告
相
談
と

よ
く
あ
る
問
い
合
わ
せ
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事
業
主
の
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さ
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